
第

二

千

八

十

六

号

平

成

二

十

一

年

十

月

二

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

農
業
振
興
課)

六
三
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

六
三
二

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

六
三
二

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
(

同

)

六
三
三

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
確
認
検
査
機
関
の
指
定

(

建
築
指
導
課)

六
三
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
額
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数

(
選
挙
管
理
委
員
会)

六
三
四

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

六
三
五

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

六
三
五

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)
六
三
六

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
三
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

六
三
六

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

農
地
計
画
課)

六
三
七

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

(

同

)

六
三
七

○
多
治
見
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

六
三
七

規

則

岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
八
号

岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
共
済
組
合
等
検
査
規
則(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
二
百
三
十
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

検
査
の
目
的)

第
一
条
の
二

検
査
は
、
合
法
性
、
合
目
的
性
及
び
合
理
性
の
観
点
か
ら
組
合
等
の
業
務
及
び
会
計
の

実
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
組
合
等
に
対
す
る
個
別
監
督
の
実
を
挙
げ
、
も
っ
て
農
業
災
害
補

償
制
度
に
お
け
る
組
合
等
の
事
業
運
営
の
適
正
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
中｢

次
条
の
規
定
に
よ
る｣

を
削
り
、｢

前
一
年
間
に
お
け
る
組
合
等
の
業
務
又
は
会
計
の

状
況｣

を｢

属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
検
査
基
準
日
ま
で｣

に
改
め
、
同
条

た
だ
し
書
中｢

当
該
検
査
基
準
日
の
一
年
以
上
前
の
時
期｣

を｢

過
年
度
及
び
検
査
基
準
日
後｣

に
改

め
る
。

第
四
条
中｢

検
査
基
準
日｣

を｢

前
条
の
検
査
基
準
日｣

に
改
め
、｢

着
手
し
た
日｣

の
下
に｢

の

前
業
務
日｣
を
加
え
る
。

第
五
条
の
見
出
し
を｢(

検
査
の
場
所
及
び
方
法)｣

に
改
め
、
同
条
中｢

そ
の
他
こ
れ
ら
に
附
属
す

る
施
設
に
お
い
て｣
を｢

、
事
業
場
そ
の
他
組
合
等
の
業
務
に
直
接
又
は
間
接
に
関
係
の
あ
る
場
所
に

お
い
て
、
現
物
の
検
査
、
帳
簿
そ
の
他
の
書
類
の
検
査
及
び
役
員
又
は
職
員
か
ら
の
説
明
の
聴
取(

第
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日



告

示

映
画

種
類

熟
女
淫
ら
に
乱
れ
て

夜
の
タ
イ
語
教
室
い
く
ま
で
我
慢
し
て

壺
姫
ソ
ー
プ
ぬ
る
肌
で
裏
責
め

若
義
母
む
し
ゃ
ぶ
り
喰
う

人
妻
痴
情
し
と
や
か
な
性
交

題
名

等

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

八
条
第
一
項
に
お
い
て｢

現
物
の
検
査
等｣

と
い
う
。)

の
方
法
に
よ
り｣

に
改
め
る
。

第
六
条
た
だ
し
書
中｢

た
だ
し｣

の
下
に｢

、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か
つ｣

を
加
え
る
。

第
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
検
査
の
一
環
と
し
て
支
所
、
出
張
所
等
の
出
先
機
関
に
お
い
て
単
独
で
現
物
の
検
査
等

を
行
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
妨
げ
な
い
。

第
八
条
中
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

検
査
員
は
、
組
合
等
の
業
務
及
び
会
計
が
適
正
で
あ
り
、
か
つ
、
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
意
見

を
表
明
す
る
に
足
り
る
合
理
的
な
根
拠
を
得
る
ま
で
、
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

検
査
員
は
、
検
査
に
当
た
っ
て
は
、
組
合
等
の
業
務
執
行
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、

組
合
等
に
無
用
の
負
担
を
負
わ
せ
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
中｢

前
条
第
二
項｣

を｢

前
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

組
合
員
等
と
の
照
査)

第
十
二
条

検
査
員
は
、
検
査
上
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
組
合
員
、
加
入
者
、
取
引
先
、

退
任
し
た
役
員
、
退
職
し
た
職
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
任
意
の
説
明
、
答
弁
又
は
書
面
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中｢

終
了
し
た
と
き
は｣

を｢

終
了
す
る
に
際
し
て
、
直
ち
に
改
善
に
着
手
で
き

る
よ
う｣

に
、｢

行
う
も
の
と
す
る｣

を｢

行
う
と
と
も
に
、
責
任
者
又
は
監
事
若
し
く
は
監
査
委
員

か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
見
等
を
聴
取
す
る
も
の
と
す
る｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

た
だ
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中｢

回
答
書｣

を｢

報
告
書｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

検
査
の
結
果
に
つ

い
て｣

を｢

検
査
終
了
後
速
や
か
に
、
法
令
に
違
反
し
て
い
る
事
項
又
は
組
合
等
の
運
営
上
是
正
若
し

く
は
改
善
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
た｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

組
合
長
理

事
に
対
し
て
は｣

の
下
に｢

農
業
災
害
補
償
法
第
百
四
十
二
条
の
五
の
規
定
に
よ
る｣

を
、｢

市
町
村

長
に
対
し
て
は｣

の
下
に｢

同
法
第
百
四
十
二
条
の
五
の
二
の
規
定
に
よ
る｣

を
加
え
、｢

回
答
書｣

を｢

報
告
書｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

回
答
書｣

を｢

報
告
書｣

に
改
め
、｢

農
業
共
済
組
合
に

あ
っ
て
は｣

の
下
に｢

理
事
会(

監
事
事
項
に
つ
い
て
は
監
事
会)

の
議
事
録
及
び｣

を
加
え
る
。

別
記
様
式
中｢３

検
査
実
施
日
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
21年
10月
２
日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
保
安
林
を

解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
瀬
戸
字
日
影
平
一
一
六
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

飛�
市
河
合
町
稲
越
字
向
山
三
一
一
八
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
飛�
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
七
十
七
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
確
認
検
査
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
住
所

有
限
会
社
み
の
建
築
確
認
検
査
セ
ン
タ
ー

多
治
見
市
東
町
一
丁
目
九
番
地
の
三

二

指
定
の
区
分

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る
省
令(

平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
十
三

号)

第
十
五
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ

る
区
分

三

業
務
区
域

多
治
見
市
、
関
市(

平
成
十
七
年
二
月
六
日
に
お
け
る
武
儀
郡
洞
戸
村
、
板
取
村
、
武
芸
川
町
、

武
儀
町
及
び
上
之
保
村
の
区
域
を
除
く
。)

、
中
津
川
市(

平
成
十
七
年
二
月
十
二
日
に
お
け
る
恵
那

郡
坂
下
町
、
川
上
村
、
加
子
母
村
、
付
知
町
、
福
岡
町
及
び
蛭
川
村
並
び
に
長
野
県
木
曽
郡
山
口
村

の
区
域
を
除
く
。)

、
瑞
浪
市
、
恵
那
市(

平
成
十
六
年
十
月
二
十
四
日
に
お
け
る
恵
那
郡
串
原
村
及

び
上
矢
作
町
の
区
域
を
除
く
。)

、
美
濃
加
茂
市
、
土
岐
市
、
可
児
市
、
加
茂
郡
坂
祝
町
、
富
加
町
、

川
辺
町
及
び
八
百
津
町
並
び
に
可
児
郡
の
全
域

四

確
認
検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

多
治
見
市
東
町
一
丁
目
九
番
地
の
三

五

指
定
を
し
た
日

平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

六

指
定
の
有
効
期
間

指
定
を
し
た
日
か
ら
五
年
間

平成21年10月２日 岐 阜 県 公 報 第２０８６号( 633 )



選
挙
管
理
委
員
会
告
示

関
市

多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

74,185

93,706

77,343

145,033

335,930

総
数
(人
)

24,729

31,236

25,781

48,345

111,977

３
分
の
１
の
数
(人
)

揖
斐

郡

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

59,090

19,984

29,598

26,535

36,186

31,854

30,792

38,550

42,488

23,260

38,532

24,762

93,130

117,555

50,371

39,248

45,208

54,389

32,503

19,384

68,156

19,697

6,662

9,866

8,845

12,062

10,618

10,264

12,850

14,163

7,754

12,844

8,254

31,044

39,185

16,791

13,083

15,070

18,130

10,835

6,462

22,719
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
21年
９
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数
1,693,390人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,868人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
超
え
る
数
に
６

分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
)348,899人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数
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橋
本
勉
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

永
田
会 政

治
団
体
の
名
称

加
茂

郡
45,618

戸
谷
至
憲

代
表

者

の
氏

名

小
林
洋
志

代
表

者

の
氏

名

15,206

上
野
博
真

会
計
責
任
者

の
氏

名

森
岡
基
幸

会
計
責
任
者

の
氏

名

大
垣
市
林
町
５
―
23

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

恵
那
市
長
島
町
永
田
688―

１

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

自
由
民
主
党
古
川

町
支
部

自
由
民
主
党
岐
阜

県
司
法
書
士
支
部

自
由
民
主
党
河
合

町
支
部

政
治
団
体
の
名
称

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

代
表

者

異
動

事
項

衆
議
院
議
員

公
職
の
種
類

後
藤
和
正

永
井
清
雄

谷
口
佳
久

飛�
市
河
合
町
角
川
14

05 吉
實
康
男

新

橋
本

勉

公
職
の
候
補
者

の
氏

名

佐
野
光
弘

重
山

長

内
藤
一
郎

飛�
市
河
合
町
元
田
２
―

30 安
達
康
重

旧

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

�
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

�
法
第
19条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

平成21年10月２日 岐 阜 県 公 報 第２０８６号( 635 )



渡
辺
直
由
連
合
後

援
会

道
下
か
ず
し
げ
後

援
会

古
川
町
金
子
後
援

会 21世
紀
岐
阜
市
活

性
化
を
進
め
る
会

中
村
重
光
後
援
会

遠
山
利
美
後
援
会

高
山
市
医
師
連
盟

関
市
武
藤
容
治
後

援
会

国
際
勝
共
連
合
岐

阜
県
本
部

会
計
責
任
者

代
表

者

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

代
表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

赤
塚
斗
啓

山
田
實
紘

渡
辺
直
由
連
合
後
援
会

本
巣
市
根
尾
門
脇
649―

１ 後
藤
和
正

大
野
邦
博

中
村

博

後
藤
文
宏

高
山
市
花
里
町
１
―
17

8 斎
藤

章

加
藤
邦
二

関
市
平
賀
町
３
―
62

関
市
本
町
４
―
７

岐
阜
市
六
条
南
２
―
13―

９ 飛�
市
古
川
町
上
野
26

6

加
藤
次
郎

安
田

守

渡
辺
直
由
後
援
会

本
巣
市
根
尾
大
井
602―

１ 佐
野
光
弘

岩
田

満

�
橋
忠
利

遠
山
善
太
郎

高
山
市
森
下
町
２
―
８
―

８ 山
下

明

岩
堤
慶
明

関
市
本
町
４
―
７

関
市
平
賀
町
３
―
62

岐
阜
市
六
条
大
溝
３
―

３
―
14

飛�
市
古
川
町
弐
之
町

12―
32

大
野
邦
博

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

岐
阜
市
議
会
議
員

公
職
の
種
類

21世
紀
岐
阜
市
活
性

化
を
進
め
る
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

岐
阜
市
弥
八
町
９

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

大
野
邦
博

代
表
者
の

氏
名

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
再
生
機
構

三

代

表

者

の

氏

名

駒
宮

博
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
上
土
居
七
四
三
番
地
六
〇

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
人
口
の
減
少
と
高
齢
化
、
財
政
危
機
、
市
町
村

合
併
後
の
混
乱
、
地
域
経
済
の
低
迷
等
に
あ
え
ぐ
地
域
社
会
を
、

市
民
自
ら
が
地
域
の
課
題
を
把
握
し
、
解
決
に
取
り
組
む
活
動
を

支
援
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
基
礎
自
治
体
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

を
再
建
し
、
希
望
の
持
て
る
持
続
可
能
な
地
域
社
会
へ
と
再
生
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
バ
ロ
ー

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
日
野
店

岐
阜
市
日
野
南
九
―
五
―
一

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
輪
之
内
南
部
地
区
第
五
工
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十
一
年
九
月
十
一
日
に
し
た

の
で
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
市
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
呂
市
営
土
地
改
良
事
業
池
端
地
区
の
換
地
処
分
を
平
成
二
十

一
年
九
月
四
日
に
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
多
治
見
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

多
治
見
都
市
計
画
地
区
計
画

多
治
見
市
山
吹
地
区
地
区
計
画

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
多
治
見
市
都
市
計
画
部
都
市
政
策
課
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平
成
二
十
一
年
十
月
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


